
第第第第 7777 号議案号議案号議案号議案    

    

２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日    

「名誉顧問」の創設（案）「名誉顧問」の創設（案）「名誉顧問」の創設（案）「名誉顧問」の創設（案）    

伝伝伝伝統ある駿台統ある駿台統ある駿台統ある駿台 E.S.S.E.S.S.E.S.S.E.S.S.の継続、発展のために率先してご苦労され務められてこらの継続、発展のために率先してご苦労され務められてこらの継続、発展のために率先してご苦労され務められてこらの継続、発展のために率先してご苦労され務められてこら

ました会長経験者に敬意を表して「名誉顧問」の称号をました会長経験者に敬意を表して「名誉顧問」の称号をました会長経験者に敬意を表して「名誉顧問」の称号をました会長経験者に敬意を表して「名誉顧問」の称号を贈呈さ贈呈さ贈呈さ贈呈させてもらうことせてもらうことせてもらうことせてもらうこと

をををを２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年 10101010 月月月月２５日２５日２５日２５日の役員会で決議しました。このため下記の如く会則にの役員会で決議しました。このため下記の如く会則にの役員会で決議しました。このため下記の如く会則にの役員会で決議しました。このため下記の如く会則に

関係条項を追加し関係条項を追加し関係条項を追加し関係条項を追加し、、、、以下の如く以下の如く以下の如く以下の如く会則の会則の会則の会則の改改改改定定定定を提案します。を提案します。を提案します。を提案します。    

「第１４条「第１４条「第１４条「第１４条    本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が会長経験者を推挙本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が会長経験者を推挙本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が会長経験者を推挙本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が会長経験者を推挙

し委嘱、総会にて報告する」（新設）し委嘱、総会にて報告する」（新設）し委嘱、総会にて報告する」（新設）し委嘱、総会にて報告する」（新設）    

    

    

    

    

第第第第８８８８号議案号議案号議案号議案                        

２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日２０１５年１１月１８日    

    

    会則の改定会則の改定会則の改定会則の改定    （案）（案）（案）（案）    

NoNoNoNo    

    

現行条項現行条項現行条項現行条項    

    

項項項項    目目目目    

    

現現現現        行行行行    

    

改改改改        定定定定    

1111     年会費年会費年会費年会費    

    

無し無し無し無し    

    

年会費納入の規定を新設年会費納入の規定を新設年会費納入の規定を新設年会費納入の規定を新設

（新（新（新（新５５５５条）条）条）条）                            

（新（新（新（新２９２９２９２９条）条）条）条）    

２２２２    １２条１２条１２条１２条    

役員の任期役員の任期役員の任期役員の任期    

満了期満了期満了期満了期    

4444 月月月月 1111 日から日から日から日から    

2222 年後年後年後年後 3333 月月月月    

31313131 日まで日まで日まで日まで    

選任決議の承認を受けた選任決議の承認を受けた選任決議の承認を受けた選任決議の承認を受けた

総会から総会から総会から総会から 2222 年後総会の終年後総会の終年後総会の終年後総会の終

結まで（新結まで（新結まで（新結まで（新１３１３１３１３条）条）条）条）    

３３３３        「名誉顧問」「名誉顧問」「名誉顧問」「名誉顧問」    無し無し無し無し    新設（新新設（新新設（新新設（新１４１４１４１４条）条）条）条）    

４４４４    ２２２２６条６条６条６条    会計年度会計年度会計年度会計年度    

4444 月月月月 1111 日～翌年日～翌年日～翌年日～翌年

3333 月月月月 31313131 日日日日    

10101010 月月月月 1111 日～翌年日～翌年日～翌年日～翌年 9999 月月月月    

30303030 日（新日（新日（新日（新２２２２８８８８条）条）条）条）    

            ＜＜＜＜会則の「改定前・後対比表」を付属資料として添付＞会則の「改定前・後対比表」を付属資料として添付＞会則の「改定前・後対比表」を付属資料として添付＞会則の「改定前・後対比表」を付属資料として添付＞    


